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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＲＦＩＤ信号を探して検出領域を監視するステップと、
　前記検出領域内の情報技術（ＩＴ）資産に関連するＲＦＩＤ信号を感知するステップで
あって、前記ＲＦＩＤ信号は前記ＩＴ資産に関する識別情報と、前記ＩＴ資産に関連する
プロビジョニングポリシーとを含む、ステップと、
　前記ＩＴ資産に関する識別情報と前記ＩＴ資産に関連するプロビジョニングポリシーと
を取得するために、前記ＲＦＩＤ信号を分析するステップと、
　前記識別情報を記憶のためにフォーマットするステップと
　前記ＩＴ資産に関する識別情報と前記プロビジョニングポリシーとをサーバに提供する
ステップと、
　ソフトウェアおよび前記サーバからのプロビジョニングポリシーにより指定される設定
を、前記ＩＴ資産に提供するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記サーバはプレブート実行環境（ＰｘＥ：Preboot eXecution Environment）サーバ
であり、さらに
　前記ＩＴ資産が新規にネットワーク上でブートする際に、デフォルトをネットワークブ
ートに設定し、前記ＰｘＥサーバにアクセスし、前記ＰｘＥサーバからブートし、前記Ｐ
ｘＥサーバからポリシー命令を受信するステップをさらに備えることを特徴とする請求項
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１に記載の方法。
【請求項３】
　１つまたは複数のＩＴ資産発見仕様を指定するステップと、
　前記ＲＦＩＤ信号が１つまたは複数のＩＴ資産発見仕様を満たすかどうかを判定するス
テップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　１つまたは複数のＩＴ資産発見仕様を指定するステップと、
　あらかじめメモリに記憶された１つまたは複数のイベントレコードが、１つまたは複数
のＩＴ資産発見仕様を満たすかどうかを判定するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記識別情報をフォーマットするステップは、前記識別情報をフォーマットしてイベン
トレコードを形成するステップを含み、前記方法は、
　前記イベントレコードを分析して、前記ＩＴ資産が、前記ＩＴ資産に関連する少なくと
も１つの規定仕様に準拠しているかどうかを判定するステップと、
　前記ＩＴ資産が前記少なくとも１つの規定仕様に準拠していない場合、通知を発行する
ステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記検出領域内のユーザーバッジに関連する第２のＲＦＩＤ信号を感知するステップと
、
　前記第２のＲＦＩＤ信号を分析して、前記ユーザーバッジに関する第２の識別情報を取
得するステップと、
　前記第２の識別情報を記憶のためにフォーマットするステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＩＴ資産に関連する前記ＲＦＩＤ信号と、前記ユーザーバッジに関連する前記第２
のＲＦＩＤ信号との間の相関関係を判定するステップをさらに含むことを特徴とする請求
項６に記載の方法。
【請求項８】
　ＲＦＩＤ信号を探して第２の検出領域を監視するステップと、
　前記第２の検出領域内の前記ＩＴ資産に関連する前記ＲＦＩＤ信号を感知するステップ
と、
　前記第２の検出領域内の前記ＩＴ資産の存在を示す第２のイベントレコードを準備する
ステップと、
　前記第２のイベントレコードをメモリに記憶するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の検出領域および前記第２の検出領域内の前記ＲＦＩＤ信号を感知するステッ
プに基づき、前記ＩＴ資産の移動の方向を判定するステップをさらに含むことを特徴とす
る請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　（１）前記第１の検出領域および前記第２の検出領域に渡る、前記ＩＴ資産に関連する
前記ＲＦＩＤ信号の動きと、（２）前記第１の検出領域および前記第２の検出領域に渡る
、ユーザーバッジに関連する第２のＲＦＩＤ信号の動きとの間の相関関係を判定するステ
ップをさらに含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　コンピューター実行可能命令を記憶するコンピューター読み取り可能な媒体であって、
前記コンピューター実行可能命令は、実行されるときに
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　情報技術（ＩＴ）資産に関連するＲＦＩＤタグにより発信される、ＲＦＩＤ信号を検出
するステップであって、前記ＲＦＩＤ信号は前記ＩＴ資産に関する識別情報と、前記ＩＴ
資産に関連するプロビジョニングポリシーとを含む、ステップと、
　前記ＲＦＩＤ信号から前記ＩＴ資産に関する識別情報と前記ＩＴ資産に関連するプロビ
ジョニングポリシーとを抽出するステップと、
　前記識別情報を含むイベントレコードを、メモリに記憶するステップと
　前記ＩＴ資産に関する識別情報と前記プロビジョニングポリシーとをサーバに提供する
ステップと、
　ソフトウェアおよび前記サーバからのプロビジョニングポリシーにより指定される設定
を、前記ＩＴ資産に提供するステップと、
　を含む動作を実行することを特徴とする媒体。
【請求項１２】
　前記サーバはプレブート実行環境（ＰｘＥ：Preboot eXecution Environment）サーバ
であり、前記動作が、
前記ＩＴ資産が新規にネットワーク上でブートする際に、デフォルトをネットワークブー
トに設定し、前記ＰｘＥサーバにアクセスし、前記ＰｘＥサーバからブートし、前記Ｐｘ
Ｅサーバからポリシー命令を受信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１１
に記載のコンピューター読み取り可能な媒体。
【請求項１３】
　前記動作が、
　前記ＩＴ資産の少なくとも１つの規定仕様への準拠を判定するために、前記イベントレ
コードを分析するステップと、
　前記ＩＴ資産が前記少なくとも１つの規定仕様に準拠していない場合、通知を発行する
ステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載のコンピューター読み取り可能な媒体
。
【請求項１４】
　前記動作が、
　ユーザーバッジに関連する第２のＲＦＩＤ信号を検出するステップと、
　前記第２のＲＦＩＤ信号から前記ユーザーバッジに関連する第２の識別情報を抽出する
ステップと、
　前記ＩＴ資産と前記ユーザーバッジとの間の相関関係を判定するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載のコンピューター読み取り可能な媒体
。
【請求項１５】
　ＩＴ資産に関連するＲＦＩＤ信号を探して検出領域を監視するよう構成されるセンサと
、
　前記センサから検出信号を受け取るよう連結される管理コンポーネントであって、前記
ＲＦＩＤ信号は前記ＩＴ資産に関する識別情報と前記ＩＴ資産に関連するプロビジョニン
グポリシーとを含み、前記検出信号から取得される前記ＩＴ資産に関する前記識別情報を
含有するイベントレコードを策定し、前記ＲＦＩＤ信号から前記ＩＴ資産に関連するプロ
ビジョニングポリシーを抽出し、前記識別情報および前記プロビジョニングポリシーをサ
ーバに提供し、ソフトウェアおよび前記サーバからのプロビジョニングポリシーにより指
定される設定により前記ＩＴ資産をプロビジョニングするよう構成される前記管理コンポ
ーネントと
　を含むことを特徴とするシステム。
【請求項１６】
　前記サーバはプレブート実行環境（ＰｘＥ：Preboot eXecution Environment）サーバ
であり、前記管理コンポーネントが、
　前記ＩＴ資産が新規にネットワーク上でブートする際に、デフォルトをネットワークブ
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ートに設定し、前記ＰｘＥサーバにアクセスし、前記ＰｘＥサーバからブートし、前記Ｐ
ｘＥサーバからポリシー命令を受信するようさらに構成されることを特徴とする請求項１
５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記管理コンポーネントが、
　前記イベントレコードを分析して、前記ＩＴ資産の少なくとも１つの規定仕様への準拠
を判定すること、および
　前記ＩＴ資産が前記少なくとも１つの規定仕様に準拠していない場合、通知を発行する
こと
　を行うようさらに構成されることを特徴とする請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記センサが、前記ユーザーバッジに関連する第２のＲＦＩＤ信号を検出するようさら
に構成され、前記管理コンポーネントが、前記ＩＴ資産と前記ユーザーバッジとの間の相
関関係を判定するようさらに構成されることを特徴とする請求項１５に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報技術資産のＲＦＩＤでの発見、追跡およびプロビジョニングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　あらゆる規模の企業が、コンピューター、プリンタ、周辺機器、携帯端末（personal d
igital assistant：ＰＤＡ）、および様々な同様の装置を含む、情報技術（ＩＴ）資産を
使用する。これらの資産の管理および追跡は、特に大きな組織にとっては難しい。ＩＴ資
産が、様々な異なる施設間、企業の施設の外、そして世界中を移動する、多数の従業員に
より使用されるほど、問題はさらに悪化し得る。
【０００３】
　それらの可搬性の容易さのため、ＩＴ資産はしばしば置き忘れられ、または盗まれ得る
。何百万ドルものお金が、これらの資産の設置を試みる、または、交換品として追加の資
産の購入を試みる組織により費やされる。企業はまた、一般的に、ソフトウェアおよび適
切な情報を用いてこれらの装置をプロビジョニングするのに、手動の処理を伴うため、多
大の時間と費用を費やす。資産が廃棄の年になると、そのソフトウェアを再割り当てして
不必要なライセンスおよび購入コストを回避するために、資産を「発見」する必要があり
得る。盗まれていない資産でさえも費用がかかる。
【０００４】
　従って、ＩＴ資産の発見と追跡における組織の効率を向上させ、ＩＴ資産の損失を減少
させ、適切なソフトウェアおよび構成情報を用いたＩＴ資産のプロビジョニングの処理を
向上させる、システムおよび方法は非常に実用的であろう。
【発明の概要】
【０００５】
　情報技術（ＩＴ）資産の発見、追跡、プロビジョニングの技術が、本明細書に開示され
る。一実施例において、無線識別（Radio Frequency Identifier：ＲＦＩＤ）信号を探し
て検出領域が監視され、検出領域内のＩＴ資産に関連する任意のＲＦＩＤ信号が感知され
る。検出されたＲＦＩＤ信号を分析して、ＩＴ資産に関する識別情報を取得する。識別情
報は記憶のためにフォーマットされる。代替実施形態において、ＲＦＩＤ信号をさらに分
析して、ＩＴ資産が、ＩＴ資産に関連するローカルな（または場所が特定の）規定仕様に
準拠しているかどうかを判定し得、ＩＴ資産がローカルな規定仕様に準拠していない場合
、非準拠の通知が発行され得る。
【０００６】
　本概要は、以下の発明を実施するための形態でさらに説明されている選択した概念を簡
略化した形式で紹介するために提供するものである。本概要は、特許請求の範囲に記載さ
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れている主題事項の重要な特徴または本質的な特徴を特定することを目的とするものでも
、特許請求の範囲に記載されている主題事項の範囲の決定に際して、補助として使用する
ことを目的とするものでもない。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　詳細な説明が、添付の図面を参照して説明される。図面において、異なる図面での同じ
参照番号の使用は、同様または同一の項目を表す。
【図１】ＲＦＩＤタギングを使用して、ＩＴ資産を発見および追跡する技術を実装するた
めの例示的な環境を示す図である。
【図２】ＲＦＩＤタギングを使用して、ＩＴ資産の発見および追跡を実行する、例示的な
コンピューター装置およびコンピューター装置上で実行可能なツールの、ブロック図であ
る。
【図３】ＩＴ資産発見のための例示的な処理のフロー図である。
【図４】ＩＴ資産発見のための別の例示的な処理のフロー図である。
【図５】ＲＦＩＤタギングを使用する、ＩＴ資産の管理のための例示的なシステムを示す
ものである。
【図６】図５の例示的なシステムを使用する、ＩＴ資産の発見および追跡の例示的な処理
のフロー図である。
【図７】ＲＦＩＤタギングを使用する、ＩＴ資産を監視するための別の例示的なシステム
を示すものである。
【図８】図７の例示的なシステムを使用する、ＩＴ資産を監視する例示的な処理のフロー
図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本開示は、ＩＴ資産に設置されて、ＩＴ資産を発見、追跡およびプロビジョニングする
ためのＲＦＩＤタグにより提供される、情報の使用について説明する。いくつかの実施形
態において、ＲＦＩＤタグが、元の機器製造者、販売業者、供給業者、または小売業者等
の提供者により、顧客への納品の前に、ＩＴ資産に設置される。提供者はまた、タグの一
覧（例えば、発注書等）を、注文の品目との関連付けのために、顧客へ送ることが可能で
ある。一旦、ＩＴ資産が顧客の施設（例えば、受け取りおよび積み込み場所）に現れると
、顧客は、ＲＦＩＤリーダーを使用して、ＩＴ資産を検出し、その装置をＩＴ資産マネー
ジャに関連付けし得る。ＩＴ資産マネージャではすぐに、ＩＴ資産マネージャを使用して
、ＩＴ資産を登録し、および提供者からの一覧と照合することが可能である。
【０００９】
　さらなる実施形態において、ＩＴ資産マネージャはまた、プロビジョニングポリシーに
アクセスし得るため、ＩＴ資産がネットワークに接続されると、ＩＴ資産は、プロビジョ
ニングポリシーにより指定される場合に必要なソフトウェア／アプリケーションを、自動
的に受信することが可能である。プロビジョニングポリシーは、ＩＴ資産マネージャにあ
らかじめ記憶され得（またはＩＴ資産マネージャによりアクセス可能であり）、あるいは
、ＩＴ資産に設置されるＲＦＩＤタグにより提供され得る。このようにして、顧客は、Ｉ
Ｔ資産を、正確かつ効果的に追跡およびプロビジョニングすることが可能であり、劇的に
ＩＴ資産の管理および処理のコストを減少させる。
【００１０】
　本明細書で使用されるとき、用語ＲＦＩＤは、無線周波数（Radio Frequency：ＲＦ）
信号を使用して動作する、任意のタイプのタグ、システムまたは装置を含む。オブジェク
トに装着されるＲＦＩＤ情報記憶機構は、タグ、トランスポンダー、電子ラベル、コード
プレート、および種々の他の用語と呼ばれ得る。トランスポンダーが、技術的に最も正確
であるが、本願を通してこれらの装置に対して最も一般に使用される用語は、「タグ」で
ある。
【００１１】
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　データは、ＲＦＩＤタグが装着されるＩＴ資産に関する識別および他の情報を提供する
目的で、ＲＦＩＤタグ上に１または複数ビットで含有され得る。そのようなＲＦＩＤ装置
は、電磁結合または静電結合の使用をスペクトルの無線周波数部分に組み込んで、様々な
変調スキームおよび符号化スキームを介して、ＲＦＩＤタグと通信し得る。例えば、いく
つかの実施形態において、本明細書に開示される技術は、ＥＰＣ（Electronic Product C
ode）の規格および仕様に準拠する、コロラド州エリーのＲｅｍｏｔｅ　Ｉｄｅｎｔｉｔ
ｙ，ＬＬＣ（リモートアイデンティティ有限責任会社）から市販されるＲＦＩＤタグ等の
、ＲＦＩＤタグに関連して使用され得る。
【００１２】
　　（例示的な環境）
　図１に、ＲＦＩＤタギングを使用してＩＴ（情報技術）資産を発見および追跡する技術
を実装するための例示的な環境１００を例示する。環境１００には、ＲＦＩＤタグ１１０
と関連するＩＴ資産１０２が含まれる。ＲＦＩＤタグ１１０は、ＩＴ資産１０２に貼り付
けられるか、または電子機器内に埋め込まれ、あるいはＩＴ資産１０２に関係付けられて
、そのＩＴ資産１０２を一意的に識別し得る。図１に示すように、ＩＴ資産１０２は、携
帯用コンピューターとして例示される。しかし、ＩＴ資産１０２は、コンピューター装置
、周辺機器、ネットワーク装置、通信装置等、およびこれらの装置の個々のコンポーネン
トを含む、基本的に任意の数の資産タイプであり得ることに留意されたい。
【００１３】
　ＲＦＩＤリーダー１１２は、検出領域１１６内のＲＦＩＤタグ１１０から、信号１１４
を受信するよう構成される。用語「ＲＦＩＤリーダー」は、ＲＦＩＤタグ１１０からＲＦ
ＩＤ信号を受信する任意の装置を含むことが意図される。ＲＦＩＤリーダー１１２は、Ｒ
ＦＩＤ信号から情報を抽出および分離し得、フォーマット定義ビットおよびエラー管理ビ
ットを区別することなどを含む。いくつかの実施形態において、ＲＦＩＤリーダー１１２
内のデジタル電子機器は、実際の読み込み機能を実行する。これらの読み込み電子機器は
また、以下で述べるように、一体になったディスプレイとインタフェースし、ホストコン
ピューターまたは個々の制御装置とのパラレル通信またはシリアル通信を提供し得る。い
くつかの実施形態において、ＲＦＩＤリーダー１１２には、送信機／受信機の組（または
送受信機）が含まれる。 
　ＲＦＩＤリーダー１１２は、ＲＦＩＤタグ１１０から抽出された情報を、１つまたは複
数のネットワーク１１８を介してプラットフォーム１２０へ送信する。プラットフォーム
１２０は、図１においてサーバとして例示されるが、これは単に説明のためである。プラ
ットフォーム１２０は、任意の数の適切な方法で実装され得、デスクトップコンピュータ
ー装置、メインフレーム、クラスタ、携帯用コンピューター等が含まれる。プラットフォ
ーム１２０の例示的なアーキテクチャを、図２を参照して、以下で説明する。
【００１４】
　ＩＴ資産管理ツール１３０は、プラットフォーム１２０上で動作し、ユーザーインタフ
ェース１２２を介してユーザーに情報を提供する。ＩＴ資産管理ツール１３０および例示
的な環境１００の他のコンポーネントを使用して、ユーザーは、検出領域１１６内で移動
するＩＴ資産１０２の場所を発見および追跡し得る。特定の実施形態において、ＩＴ資産
管理ツール１３０は、サーバ（例えば、プラットフォーム１２０）上に備えられ、ＩＴ資
産１０２に関する情報を、ユーザーがユーザーインタフェース１２２を介してアクセスし
得るデータベースに記憶する。
【００１５】
　本開示に従った技術の実施形態は、ＩＴ資産を効果的に発見および追跡する組織の能力
を著しく向上させ得、これらのアクティビティに関連する、また、損失したＩＴ資産の交
換に関する組織の多額の費用の節約になる。さらに、実施形態はまた、ＩＴ資産をプロビ
ジョニングする処理を、適切なソフトウェアおよび構成情報を用いて大幅に向上させ得る
。
【００１６】



(7) JP 5328052 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

　　（例示的なシステム）
　図２に、プラットフォーム１２０およびプラットフォーム１２０上で実行可能なＩＴ資
産管理ツール１３０を含む、例示的なシステム２００の種々のコンポーネントを示す。本
実施形態において、プラットフォーム１２０には、ハードウェア層２０２、およびＲＦＩ
Ｄインフラストラクチャー層２０４が含まれる。ハードウェア層２０２のＥＰＣリーダー
２０６は、着信情報（または信号）１１４をＲＦＩＤリーダー１１２から受信し、情報１
１４をＲＦＩＤインフラストラクチャー層２０４のＥＰＣコンポーネント２１４に提供す
る。ＥＰＣコンポーネント２１４は、情報を解釈して、ＲＦＩＤリーダー１１２により検
出されたＩＴ資産１０２に関する、関連する特徴および識別情報を判定する。
【００１７】
　ハードウェア層２０２にはまた、現行装置リーダー２０８と、次世代装置リーダー２１
０と、他の現行装置、次世代（または将来の）装置、または任意の他の追加の装置信号そ
れぞれに関する情報１１４をＲＦＩＤリーダー１１２から受信するよう構成される１つま
たは複数の追加のセンサ２１２と、が含まれる。現行装置リーダー２０８、次世代装置リ
ーダー２１０、およびセンサ２１２は、ＲＦＩＤインフラストラクチャー層２０４の１つ
または複数のカスタムプロバイダーコンポーネント２１６と通信し得る。
【００１８】
　図２にさらに示すように、ＥＰＣリーダー２０６（およびカスタムプロバイダーコンポ
ーネント２１６）は、デバイスサービスプロバイダーインタフェース（ＤＳＰＩ）２１８
を介してＩＴ資産管理ツール１３０と通信する。ＩＴ資産管理ツール１３０は、着信情報
（または信号）１１４をＤＳＰＩ　２１８から受信するイベント処理エンジン２２２を含
み、その情報をイベントデータベース２２０に記憶する。さらに詳細には、イベント処理
エンジン２２２は、ＤＳＰＩ　２１８から（例えば、ＲＦＩＤリーダー１１２から）の情
報を処理および解釈し、その情報をイベントデータベース２２０に記憶する前に、意味を
持つイベントに変換し得、あるいは、ＤＳＰＩ　２１８（またはＲＦＩＤリーダー１１２
）からのそのままの情報が、ＩＴ資産管理ツール１３０により、後に続く処理および解釈
のためにイベントデータベース２２０に記憶され得る。装置管理コンポーネント２２４は
、イベント処理エンジン２２２およびイベントデータベース２２０と情報を交換し、例え
ば、ＩＴ資産の着荷と発注書とを照合する、ＩＴ資産の状態を、要求されるまたは認可さ
れる状態と照合する、ＩＴ資産の在庫を維持する、企業の規定および手続きに非準拠であ
る可能性があるＩＴ資産に対して通告または警告を発行する、などのより高レベルのＩＴ
資産管理機能、ならびに任意の他の所望のより高レベルの管理機能を実行し得る。
【００１９】
　ＩＴ資産管理ツール１３０は同じく、情報を、１つまたは複数のＲＦＩＤインフラスト
ラクチャーオブジェクトモデル（ＯＭ）、アプリケーションプログラミングインタフェー
ス（ＡＰＩ）、およびアダプタ２２６を介して、様々な異なる機能をそのような情報を用
いて実行し得る既存のモジュール２３０へ、伝え得る。例えば、ＩＴ資産管理ツール１３
０は、情報を、ワシントン州レドモンドの本件出願人から入手可能なＢｉｚＴａｌｋ（ビ
ズトーク）ツールなどのビジネスプロセス管理ツール２３２へ伝え得る。情報はまた、Ｍ
ｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）　Ｄｙｎａｍｉｃｓ（登録商標）（マイクロソフトダイナ
ミックス）ツール等の金融・サプライチェーン・顧客管理コンポーネント２３６、または
、任意の適切な方法でＩＴ資産情報を利用し得る、カスタマイズされたアプリケーション
固有のパートナーソリューション２３４へ、伝え得る。
【００２０】
　ＩＴ資産管理ツール１３０のコンポーネントが図２に示すような単一のプラットフォー
ム１２０上で実装され得ること、あるいは、これらのコンポーネントが複数の装置に渡っ
て分散され得ることは理解されるであろう。さらなる実施形態において、ＩＴ資産管理ツ
ール１３０の１つまたは複数のコンポーネントの機能性は、所望の機能性を実行する１つ
または複数のユーティリティに組み合わせられ得る。全体的に、図２に示すシステム２０
０は、有利には、任意の所望の装置／リーダー１１２のＲＦＩＤインフラストラクチャー
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２０４への「プラグアビリティ（連結する能力）」、および、任意の所望のプログラムイ
ンタフェース２２６の組み込みを可能にして、任意の所望の目的のためにＲＦＩＤデータ
を発見、収集、処理、フィルタリング、および使用する、モジュール式のフレキシブルソ
リューションを提供する。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、装置管理コンポーネント２２４は、既存のプロセス管理
パッケージであり得る。例えば、特定の実施形態において、装置管理コンポーネント２２
４は、本件出願人から市販されているシステムセンター構成マネージャ（System Center 
Configuration Manager：ＳＣＣＭ）として既知のシステム管理パッケージであり得る。
もちろん、代替実施形態において、装置管理コンポーネント２２４の任意の適切な実施形
態が採用され得る。
【００２２】
　一般に、プラットフォーム１２０のコンポーネント上で実行されるプログラムモジュー
ルには、特定のタスクを実行し、または特定の抽象データ型を実装するルーチン、プログ
ラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造等が含まれる。これらのプログラムモ
ジュール等は、仮想マシン内、または他のジャストインタイムのコンパイル実行環境内等
で、ネイティブコードとして実行され得、または、ダウンロードされ実行され得る。一般
的に、プログラムモジュールの機能性は、種々の実装で所望の通りに、組合せられまたは
分散され得る。
【００２３】
　これらのモジュールおよび技術の実装は、何らかの形式のコンピューター読み取り可能
な媒体上に記憶または伝送され得る。コンピューター読み取り可能な媒体は、コンピュー
ターによりアクセス可能な任意の利用可能な媒体であり得る。コンピューター読み取り可
能な媒体には、コンピューター読み取り可能な命令、データ構造、プログラムモジュール
、または他のデータなどの情報を記憶する任意の方法または技術で実装される、揮発性お
よび不揮発性、取り外し可能および取り外し不可能な媒体が含まれるが、これらに限定さ
れない。コンピューター読み取り可能な媒体には、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、コン
パクトフラッシュメモリもしくは他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ（Digital Vers
atile Disk）もしくは他の光記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装
置もしくは他の磁気記憶装置、または、所望の情報を記憶するために使用でき、およびコ
ンピューターによりアクセスすることができる、紙、パンチカード等を含む他の任意の媒
体が含まれるが、これらに限定されない。
【００２４】
　図２はまた、ＩＴ資産管理ツール１３０が使用するための、ＲＦＩＤタグ１１０により
提供される例示的なＲＦＩＤ情報ユニット２５０を図示する。本実施形態において、ＲＦ
ＩＤ情報ユニット２５０の第１の部分２５２は、ＲＦＩＤタグ１１０が関連するＩＴ資産
１０２を記述する情報を含む。例えば、第１の部分２５２には、製造業者名、モデル番号
、シリアル番号、ＭＡＣ（Media Access Control）アドレス、汎用一意識別子（Universa
lly Unique Identifier：ＵＵＩＤ）、グローバル一意識別子（Globally Unique Identif
ier：ＧＵＩＤ）、構成情報、コンポーネント情報、および、ＩＴ資産１０２を記述する
任意の他の所望の情報が含まれ得る。いくつかの実施形態において、第１の部分２５２の
記述情報は、現在種々の組織により開発中であり、オレゴン州ポートランドのＤＭＴＦ（
Distributed Management Task Force）による標準化のために検討下にある、ＳＭＬ（Ser
vice Modeling Language）プラットフォーム（コモンモデルライブラリを含む）のデータ
およびメタデータと整合する。
【００２５】
　ＲＦＩＤ情報ユニット２５０の第２の部分２５４には、ＩＴ資産１０２の所有者または
購入者に関する情報、例えば、所有者の名前、対象となるユーザーの名前、対象となる使
用場所、および、任意の他の所望の所有者に関する情報など、が含まれ得る。特定の実施
形態において、以下でさらに詳述するが、ＲＦＩＤタグ１１０の記憶容量および伝送能力
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に依存して、第２の部分２５４（または第１の部分２５２）には、ＩＴ資産１０２をプロ
ビジョニングするのに使用され得るプロビジョニングポリシー２５６が含まれ得る。
【００２６】
　動作においては、ＲＦＩＤタグからの着信データが、このデータモデルに合い、上述の
主要な物理的な資産の領域（例えば、ＭＡＣアドレス等）内に実際のデータを有する、Ｒ
ＦＩＤリーダーに登録されると、イベントが発生する。このイベンティング構成の理由の
１つは、企業が同じＲＦＩＤリーダー１１２を多数のタイプのＲＦＩＤタグデータ成分に
ついて使用し得、一方、ＩＴ資産管理ツール１３０は、組織のＩＴ資産１０２に関連する
特定のＲＦＩＤ情報ユニット２５０に関するだけであり得るからである。
【００２７】
　　（例示的なＩＴ資産発見処理）
　図３に、ＲＦＩＤタギングを使用する、ＩＴ資産発見のための例示的な処理３００を示
す。処理３００は、論理フローグラフにおいてブロックを収集したものとして例示され、
論理フローグラフは、ハードウェア、ソフトウェア、またはその組合せにおいて実装可能
な動作のシーケンスを表す。ソフトウェアの文脈では、ブロックは、１つまたは複数の処
理装置により実行されるとき、列挙された動作を実行する、コンピューター命令を表す。
考察する目的で、処理３００は、図１に示す例示的な環境１００および図２に示す例示的
なシステム２００を参照して説明される。
【００２８】
　本実施形態において、処理３００は、概して、資産発見分岐３１０とＲＦＩＤデータ収
集分岐３４０とを含む。一般に、資産発見分岐３１０およびＲＦＩＤデータ収集分岐３４
０に関連するアクティビティは、連続してもしくは同時に、またはその双方の組合せで、
実行され得る。さらに詳細には、いくつかの実施形態において、ＲＦＩＤデータ収集分岐
３４０は、イベントデータベース２２０（図２）に組織のＩＴ資産からのＲＦＩＤデータ
を投入するために、資産発見分岐３１０より前に開始され得る。例えば、図３に示すよう
に、ＲＦＩＤデータ収集アクティビティは、３４２にて起動される。３４４にて、所定の
時間増分の経過または他の適切な更新条件等、データ更新を（例えば、ＲＦＩＤインフラ
ストラクチャー２０４により）実行すべきかどうかについて、判定がなされる。データ更
新が所望される場合、３４６にてＲＦＩＤデータが組織のＩＴ資産から受信され、３４８
にてＲＦＩＤデータベース２２０に記憶される。３５０にて、受信および記憶アクティビ
ティ３４６、３４８が資産発見分岐３１０からの要求に基づき実行されたかどうかについ
て判定がなされ、実行された場合、処理３００は資産発見分岐３１０に戻る。ＲＦＩＤデ
ータ収集分岐３４０はまた、３４４にてデータ更新判定に戻り、将来のアクセスのために
、ＲＦＩＤデータの収集およびＲＦＩＤデータのイベントデータベース２２０への記憶を
継続し得る。
【００２９】
　図３にさらに示すように、資産発見分岐３１０において、ＩＴ資産管理ツール１３０の
ＲＦＩＤ発見モードが、３１２にて（例えば、資産マネージャ２４０により）起動される
。いくつかの実施形態において、これはプラットフォーム１２０のＩ／Ｏ装置２０６を介
してユーザーが入力する適切なコマンドにより達成され得る。あるいは、ＲＦＩＤ発見モ
ードは、組織のＩＴ資産上の周期的なデータ収集またはルーチン検査アクティビティの間
などに、適切なシステム管理ソフトウェアにより自動的に起動され得る。３１４にて、ユ
ーザー（またはシステム管理ソフトウェア）は、ＩＴ資産発見を実行する、組織のＩＴ環
境の１つまたは複数の部分を指定し得る。例えば、ＩＴ資産発見を、組織の選択された部
分（例えば、受け取りおよび荷積みする場所、研究所、調査部、製造施設等）内で実行す
ることのみが、必要または望ましい場合がある。あるいは、もちろん、ＩＴ資産発見は、
組織全体に渡って実行され得る。
【００３０】
　３１６にて、１つまたは複数のタグのタイプの関心対象に対するフィルタリングが実行
される。例えば、ＩＴ資産発見処理３００への関心対象ではない、種々のＲＦＩＤ信号（
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またはＲＦＩＤタグタイプ）が、受信され得る。あるいは、１つまたは複数の特定のタイ
プのＲＦＩＤタグ（またはＩＴ資産）（例えば、ラップトップコンピューター、ＰＤＡ等
）に関してＩＴ資産発見を実行することのみが、必要または望ましい場合がある。いくつ
かの実施形態において、システム管理ソフトウェアは、あるタイプのＩＴ資産（例えば、
モバイルＩＴ資産）に関連する、組織のＲＦＩＤタグの資産発見を比較的頻繁に実行し、
別のタイプのＩＴ資産（例えば、デスクトップコンピューター、ルータ、サーバ、メイン
フレーム等の比較的固定式のＩＴ資産）に関連する、組織のＲＦＩＤタグの資産発見を少
ない頻度で実行し得る。
【００３１】
　引き続き図３を参照すると、３１８にてＲＦＩＤインフラストラクチャー２０４により
（例えば、装置管理コンポーネント２２４により）、過去の、以前イベントデータベース
２２０に記憶されたデータが、所望されるＩＴ資産発見のために十分であるかどうかにつ
いて判定がなされる。いくつかの実施形態において、例えば、ＩＴ資産発見を実行して、
過去に発生したＩＴ資産の一般的な動きについて学習し、過去における特定の期間中の特
定のＩＴ資産の動き、または、過去のデータを必要とするだけである何らかの他のタイプ
のＩＴ資産発見を判定し得る。３１８にて過去のデータが十分であると判定されると、次
に、イベントデータベース２２０が、（例えば、ＲＦＩＤプラットフォーム２１０を介し
て、またはイベントデータベース２２０から直接、インタフェースユニット２３０によっ
て）アクセスされて、指定されたＲＦＩＤ発見データを３２０にて受信する。
【００３２】
　３１８にて過去のデータが十分でない場合、次に、処理３００は、ＲＦＩＤデータ収集
分岐３４０へ進み、３４６にてＩＴ資産からの、現在のまたはこの瞬間までのＲＦＩＤデ
ータの回収を実行し、３４８にてＲＦＩＤデータベース２２０に記憶する。判定３５０に
て、ＲＦＩＤデータ収集分岐３４０は、資産発見分岐３１０に戻るべきであると判定し、
３２０にてイベントデータベース２２０にアクセスして、指定されたまたは所望のＲＦＩ
Ｄ発見データを受信する。３２２にて、資産発見分岐３１０は、資産発見が完了したかど
うかを判定する。完了していない場合、処理３００は、３１４にて指定アクティビティに
戻り、上述のアクティビティが、所望の通りに繰り返され得る。あるいは、３２２にて資
産発見が完了している場合、処理３００は、終了するか、または他の所望の動作を継続し
得る。
【００３３】
　上述した例示的な処理３００において、資産発見分岐３１０は、所望の通り、イベント
データベース２２０からのイベントデータにアクセスする、または、イベントデータベー
ス２２０からイベントデータを「プル転送」する。一方、代替実施形態において、ＲＦＩ
Ｄデータ収集分岐３４０は、ＲＦＩＤデータを資産発見分岐３１０へ「プッシュ転送」し
得る。さらに他の実施形態において、処理は、所望の通り「プル転送」および「プッシュ
転送」の両方を組み合わせると考えられ得る。
【００３４】
　例えば、図４は、本発明の別の実施形態に従う、ＩＴ資産発見のための例示的な処理４
００のフロー図である。処理４００は、資産発見分岐４１０とＲＦＩＤ監視分岐４４０と
を含む。本実施形態において、ＲＦＩＤ監視分岐４４０は、ＲＦＩＤデータを資産発見分
岐４１０へ「プッシュ転送」する。
【００３５】
　４４２にてＲＦＩＤデータ監視が起動される。４４４にて、イベントが検出されたかど
うか、例えば、ＲＦＩＤリーダー１１２がＲＦＩＤ情報ユニット２５０を受信し、対応す
るＲＦＩＤデータをＲＦＩＤプラットフォーム２１０へ提供することなど、について判定
がなされる。ＲＦＩＤ監視分岐４４０は、イベントが検出されるまで、ＲＦＩＤデータの
監視を継続する。イベントが検出されると、４４６にてＲＦＩＤデータがＩＴ資産から受
信され、４４８にてイベントデータベース２２０に記憶され得る。
【００３６】
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　資産発見分岐４１０をみると、ＩＴ資産管理ツール１３０のＲＦＩＤ発見モードが、４
１２にて起動される。４１４にて、ユーザー、システム管理ソフトウェア、またはその両
方などによって、ＩＴ資産発見仕様が定義される。仕様には、例えば、ＩＴ資産発見を実
行する、組織のＩＴ環境の１つまたは複数の指定された部分（例えば、受け取りおよび荷
積みする場所、研究所等）、および、フィルタリングオプション、例えば、ＩＴ資産のタ
イプ（例えば、ラップトップコンピューター等）、イベントタイプ（例えば、ＩＴ資産が
ＩＴ環境の周辺の端部に位置するＲＦＩＤリーダー１１２のそばを通る、等）、または任
意の他の所望の資産発見仕様等、が含まれ得る。
【００３７】
　４１６にて、発見仕様がＲＦＩＤ監視分岐４４０に対して更新される必要があるかどう
かについて、判定がなされる。更新が必要な場合（例えば、資産発見仕様が最近変更され
たとき）、４１８にて資産発見仕様は、ＲＦＩＤ監視分岐４４０に対して更新される。
【００３８】
　４５０にて、ＲＦＩＤ監視分岐４４０が、（４４６にて受信された）ＲＦＩＤイベント
データを（４１８にて更新された）資産発見分岐により提供された資産発見仕様と比較す
る。４５２にて、ＲＦＩＤイベントデータが仕様を満たす場合、４５４にてＲＦＩＤイベ
ントデータがＩＴ資産マネージャに提供される。ＲＦＩＤイベントデータが仕様を満たさ
ない場合は、ＲＦＩＤ監視分岐４４０は、４４４にてイベントの監視に戻る。
【００３９】
　図４にさらに示すように、資産発見分岐４１０は、４２０にて、ＲＦＩＤイベントデー
タを受信し、ＲＦＩＤイベントデータに関する所望の動作および分析を実行し得る。例え
ば、ＲＦＩＤイベントデータを、ユーザーインタフェース１２２（図１）を介してユーザ
ーに表示、電子レポートもしくは印刷されたレポートに出力、システム管理ソフトウェア
もしくは他のソフトウェアユーティリティ、または任意の他の所望の動作に対して識別し
得る。４２２にて、資産発見分岐４１０は、資産発見が完了したかどうかについて判定す
る。完了していない場合、処理４００は、４１４にて資産発見仕様の定義に戻り、上述の
アクティビティが、所望の通り繰り返される。あるいは、４２２にて資産発見が完了して
いる場合、処理４００は、終了するか、または他の所望の動作へ継続し得る。
【００４０】
　本開示の技術に従うＩＴ資産発見のための方法およびシステムの実施形態は、従来の技
術を越える有意な利点を提供し得る。例えば、このような方法およびシステムを使用して
、ＲＦＩＤタグを、顧客への出荷の前に、（例えば、元の機器製造者、供給業者、小売業
者等により）ＩＴ資産に設置することが可能である。顧客はまた、ＲＦＩＤタグの一覧を
、注文したＩＴ資産との関連付けのために、受け取り得る。ＩＴ資産が、顧客の受け取り
場所に着荷すると、１つまたは複数のＲＦＩＤリーダーが、ＩＴ資産を検出し、対応する
イベントデータをイベントデータベースに記憶し、そのＩＴ資産を顧客の資産マネージャ
（例えば、ＳＣＣＭ）に関連付けし得る。またＩＴ資産を、登録し、購入／資産管理アプ
リケーション内のリストまたは発注書と照合することが可能である。このようにして、納
品に伴う注文の文書化および照合に関連する時間と費用とが大幅に減少し得、これらのア
クティビティの精度が向上した。
【００４１】
　　（ＩＴ資産の管理およびプロビジョニングの代替実施形態）
　本開示の技術に従う方法およびシステムの様々な代替実施形態が考えられ得、本発明は
、上述され、添付の図面に示された特定の実施形態に限定されないことは、理解されるで
あろう。以下の検討において、ＩＴ資産を管理、プロビジョニングおよび追跡するための
、いくつかの代替実施形態が説明される。
【００４２】
　例えば、図５は、本発明の別の実施形態に従うＲＦＩＤタギングを使用する、ＩＴ資産
の管理のための例示的なシステム５００である。システム５００には、検出領域５１６内
のＲＦＩＤ資産５０２に設置される１つまたは複数のＲＦＩＤタグ５１０から、信号５１
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４を受信するよう構成される、ＲＦＩＤリーダー５１２が含まれる。ＲＦＩＤリーダー５
１２は、ネットワーク５１８を介して在庫システム５２０に接続される。
【００４３】
　本実施形態において、在庫システム５２０には、ＲＦＩＤプラットフォームコンポーネ
ント５３０、イベントコンポーネント５４０、購入コンポーネント５５０、および資産管
理コンポーネント５６０が含まれる。ＩＴ資産管理ツール５７０は、在庫システム５２０
上で動作し、以下で説明するように、特定の本実施形態においては、イベントコンポーネ
ント５４０上で動作し、および在庫システム５２０が検出領域５１６内のＩＴ資産５０２
を管理することを可能にする。
【００４４】
　図６は、図５の例示的なシステム５００を使用してＩＴ資産を管理するための、例示的
な方法６００のフロー図である。６０２にて、ラップトップコンピューター５０２ａ、コ
ンピューター５０２ｂ、ＰＤＡ　５０２ｃ、プリンタ５０２ｄ、または任意の他の所望の
タイプのＩＴ資産等の、ＩＴ資産の注文書が組織により発行される。いくつかの実施形態
において、注文書は、在庫システム５２０の購入コンポーネント５５０を使用するユーザ
ーにより仕上げられ得、および所望のＩＴ資産の発注書を生成することを含む。注文書は
、６０４にてＩＴ資産の提供者により受け取られる。代替実施形態において、ＩＴ資産の
提供者は、社外販売業者もしくはＯＥＭ、または、組織内のユーザーにＩＴ資産を提供す
る責任がある社内の部署もしくは個人、または、任意の他のタイプのＩＴ資産の提供者で
あり得る。
【００４５】
　６０６にて、ＩＴ資産の提供者が、購入者に納品するためにＩＴ資産（複数可）を準備
する。これには、ＲＦＩＤタグ５１０を各ＩＴ資産に貼り付けること、および、ＲＦＩＤ
タグ５１０に組織の注文書に対応する関連情報をエンコードすることが含まれる。例えば
、図２に示した情報ユニット２５０に関して上述したように、ＲＦＩＤタグ５１０には、
ＩＴ資産５０２を記述する情報（例えば、製造業者、モデル、シリアル番号、ＭＡＣアド
レス、ＵＵＩＤ、ＧＵＩＤ、構成等）、および、注文書に特有の情報（例えば、所有者、
対象となるユーザー、対象となる使用場所、注文日、依頼者、プロビジョニングポリシー
等）が含まれ得る。特定の実施形態において、ＲＦＩＤタグ５１０には、ＩＴ資産５０２
に特有の情報が製造業者により事前にエンコードされ得、ＩＴ資産の提供者は、６０２に
て発行された注文書に特有の情報をＲＦＩＤタグ５１０にさらにエンコードすることによ
り、ＩＴ資産を納品のために準備し得る。
【００４６】
　ＩＴ資産５０２が、６１０にて購入者に着荷する。さらに詳細には、図５に示すように
、ＩＴ資産５０２は、検出領域５１６に着荷し、ＲＦＩＤリーダー５１２により検出され
る。検出領域５１６には、受け取り場所、荷積みドック、郵便物室、または、任意の他の
適切な領域が含まれ得る。６１２にて、ＲＦＩＤリーダー５１２は、ＲＦＩＤタグ５１０
からの信号５１４をデコードし、デコードされた信号５１４に基づく適切な情報を在庫シ
ステム５２０へ伝え、在庫システム５２０にＩＴ資産５０２の着荷を通知する。
【００４７】
　図６にさらに示すように、６１４にて、在庫システム５２０がＲＦＩＤリーダー５１２
からのデータを分析し、それに従ってレコードを更新し得る。さらに詳細には、図５に示
す実施形態において、在庫システム５２０のイベントコンポーネント５４０が、ＩＴ資産
管理ツール５７０を使用して、ＲＦＩＤリーダー５１２からの情報を分析し、この情報を
解釈および（必要であれば）再フォーマットし、関心対象のイベントが決定される場合（
ＩＴ資産５０２の着荷等）、この情報を購入コンポーネント５５０および資産管理コンポ
ーネント５６０に提供し得る。ＩＴ資産管理ツール５７０は、ＩＴ資産管理ツール１３０
を参照して上述したように、所望のアクティビティおよび機能を実行し得る。
【００４８】
　いくつかの例示的な実施形態において、関心対象のイベントが発生したかどうかを判定
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するために、イベントコンポーネント５４０は、ＩＴ資産管理ツール５７０を使用して、
ＲＦＩＤプラットフォームコンポーネント５３０から受信したデータを所定の仕様（６０
２にて発行されたＩＴ資産の注文書等）と比較し得る。データが仕様を満たす場合、次に
、イベントコンポーネント５４０は、購入コンポーネント５５０および資産管理コンポー
ネント５６０にＩＴ資産５０２の着荷を通知し得る。購入コンポーネント５５０は、注文
レコードを照合して、注文が満たされたこと（満たされていないこと）を反映および文書
化し得る。同様に、資産管理コンポーネント５６０は、適切なレコードを更新して、着荷
、設置場所、構成、責任ユーザー、およびＩＴ資産５０２に関する他の所望の詳細を反映
し得る。
【００４９】
　いくつかの実施形態において、在庫システム５２０はまた、６１６にてＩＴ資産５０２
をプロビジョニングする。例えば、（６１４にて）適切なレコードを更新して、ＩＴ資産
５０２の存在および構成を反映する時、在庫システム５２０のコンポーネント、例えば、
資産管理コンポーネント５６０が、特定のＩＴ資産５０２に関連するプロビジョニングポ
リシーにアクセスし得る。いくつかの実施形態において、プロビジョニングポリシーは、
在庫システム５２０のメモリに位置する。あるいは、図２を参照して上述したように、プ
ロビジョニングポリシーは、ＩＴ資産５０２に関連するＲＦＩＤタグ１１０から取得され
得る。
【００５０】
　特定の実施形態において、資産管理コンポーネント５６０（または在庫システム５２０
の他のコンポーネント）は、ＩＴ資産５０２が、依頼した組織の特定の経費関連の部門ま
たは部署に属することを識別する。今度は、在庫システム５２０が、ソフトウェアおよび
構成情報（すなわち、特定のプロビジョニングポリシー）の特定の組を受け取ることが意
図される資産およびコンポーネントの集合の中に、ＩＴ資産５０２があることを判定する
。資産管理コンポーネント５６０は、ＩＴ資産５０２をプロビジョニングコンポーネント
に対して識別し得るが、プロビジョニングコンポーネントは在庫システム５２０の一部（
イベントコンポーネント５３０等）であり得、または、別個の第三のコンポーネントであ
り得る。
【００５１】
　例えば、いくつかの実施形態において、資産管理コンポーネント５６０は、ＭＡＣアド
レスまたはＩＴ資産５０２に関連するＲＦＩＤタグ５１０から取得される他の適切な識別
子を、プレブート実行環境（Preboot eXecution Environment：ＰｘＥ）サーバ等のプロ
ビジョニングコンポーネントに、関連するプロビジョニングポリシーと一緒に提供し得る
。新しいＩＴ資産５０２がネットワーク上でブートしているとき、デフォルトがネットワ
ークブートに設定され、在庫システム５２０がＰｘＥサーバにアクセスし、このサーバか
らブートし、そのポリシー命令を受信し、そして、ソフトウェアおよびプロビジョニング
ポリシーにより指定されるような設定を用いてＩＴ資産５０２をプロビジョニングする。
【００５２】
　図７は、本発明のさらに別の実施形態に従うＲＦＩＤタギングを使用して、ＩＴ資産を
監視するための例示的なシステム７００である。監視システム７００の多くのコンポーネ
ントが、図５を参照して上述した管理システム５００のコンポーネントと同様（または同
一）であることは理解されるであろう。簡潔にする目的で、そのような共通するコンポー
ネントについての完全な説明は繰り返さず、監視システム７００と管理システム５００と
の間の重要な相違点についてのみ、詳細に説明する。
【００５３】
　本実施形態において、監視システム７００には、第２の検出領域７１６を監視するよう
構成される第２のＲＦＩＤリーダー７１２が含まれる。１つまたは複数のＩＴ資産５０２
が第２の検出領域７１６に入ると、信号５１４を第２のＲＦＩＤリーダー７１２により受
信し、ネットワーク５１８を介して在庫システム５２０へ伝える。図７にさらに示すよう
に、第２のＲＦＩＤリーダー７１２はまた、ユーザー７０２上に設置される第２のＲＦＩ
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Ｄタグ７１０から第２のＲＦＩＤ信号７１４を受信し得る。第１のＲＦＩＤリーダー５１
２はまた、ユーザー７０２が第１の検出領域５１６内に存在するときは、第２のＲＦＩＤ
タグ７１０から第２のＲＦＩＤ信号７１４を受信し得る。
【００５４】
　一例示実施形態において、１つまたは複数の衛星７３０は、１つまたは複数のＲＦＩＤ
リーダー５１２、７１２からの信号を受信し（例えば、衛星７３０ａ）、または、１つま
たは複数のＲＦＩＤタグ５１０、７１０からの信号を直接受信する（例えば、衛星７３０
ｂ）ように、および、この情報を在庫システム５２０へ、例えば、イベントコンポーネン
ト５４０と通信稼働中の受信機７３２へ、通信するように構成され得る。１つまたは複数
のＲＦＩＤタグ５１０、７１０が衛星７３０ｂと直接通信する実施形態では、ＲＦＩＤタ
グは、十分な出力で信号を送信して衛星の監視を可能にする「アクティブ」なタグであり
得る。Ａｓｓｉｓｔｅｄ　ＧＰ（Global Positioning）、またはＡｓｓｉｓｔｅｄ　ＧＰ
Ｓ、ブロードバンドネットワークのような全地球位置認識ツールを使用して、ＩＴ資産５
０２の場所が、世界規模の三角測量を介して監視および判定され得る。
【００５５】
　監視システム７００を使用してＩＴ資産を監視する方法８００が、図８に示される。８
０２にて、１つまたは複数のＩＴ資産５０２が、第１の検出領域５１６内で検出され監視
される。８０４にて、ユーザー７０２が、第１の検出領域５１６に入り、第１のＲＦＩＤ
リーダー５１２により検出され得る。代替実施形態において、第１のＲＦＩＤリーダー５
１２以外のＲＦＩＤリーダーを使用して、第１の検出領域５１６内のユーザー７０２の存
在を検出し得る。例えば、いくつかの実施形態において、第２のＲＦＩＤタグ７１０が、
ユーザー７０２が装着する識別バッジに貼り付けられ得、第１の検出領域５１６へのアク
セスにより、ユーザー７０２は、入場の許可を得るために識別バッジ（すなわち、第２の
ＲＦＩＤタグ７１０）をスキャナでスキャンするよう要求され得る。
【００５６】
　８０６にて、ＩＴ資産５０２が第１の検出領域５１６に不在であることが、第１のＲＦ
ＩＤリーダー５１２により検出され得る。例えば、ユーザー７０２がＩＴ資産５０２ａを
持って第１の検出領域５１６から出ると、ＩＴ資産５０２ａ上のＲＦＩＤタグ５１０ａが
、第１のＲＦＩＤリーダー５１２への登録が中断され、ＩＴ資産５０２ａの不在がＩＴ資
産管理ツール７７０に察知され得る。同様に、ユーザー７０２が第１の検出領域５１６に
不在であることがまた、（例えば、第１のＲＦＩＤリーダー５１２、バッジリーダー等に
より）検出され、これらのイベントに対応する時刻が記録される。ＩＴ資産５０２ａの不
在のレコードは、８０８にて生成され得る。例えば、一実施形態において、ＩＴ資産５０
２ａがもはや規定下に無いという、資産管理コンポーネント５７０内の所望の構成管理状
態メッセージ等、在庫システム５２０においてメッセージを提示する。
【００５７】
　図８にさらに示すように、８１０にて、前記第２の検出領域７１６内にＲＦＩＤ資産５
０２ａが存在することが、検出され記録され得る。ユーザー７０２の存在も検出（および
記録）され得る。８１２にて、ＩＴ資産５０２ａ（およびユーザー７０２）の動きは、Ｉ
Ｔ資産５０２ａ（およびユーザー７０２）が監視領域を出入りするのにつれて、監視およ
び記録が継続され得る。例えば、監視システム７００（図７）は、任意の数の監視領域を
含むように拡張され得、ＩＴ資産５０２ａ（およびユーザー７０２）の動きが、それらが
組織の周りを動くのにつれて、継続して監視され更新されることが可能にされることは、
理解されるであろう。いくつかの実施形態において、ＩＴ資産５０２ａの動きは、衛星７
３０により受信可能であるところならどこででも、監視され得る。
【００５８】
　ＩＴ資産５０２ａおよびユーザー７０２の動き（存在、不在、または両方）のレコード
は、分析され得、必要であれば、８１４にて適切な措置がとられ得る。例えば、ＩＴ資産
５０２ａの動きが、第１の検出領域５１６から第２の検出領域７１６へのユーザー７０２
の動きと関連付けされる場合、および、ＩＴ資産５０２ａが第１の検出領域５１６から取
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り去られることが規定に反する場合、在庫システム５２０（例えば、ＩＴ資産管理ツール
７７０）は、種々の措置、例えば、ＩＴ資産５０２ａを移動することが規定に反すること
を忠告するメッセージをユーザー７０２に送る、ＩＴ資産５０２ａを監視する責任がある
関係者にＩＴ資産５０２ａの動きについて警告する、または、任意の他の適切な措置等、
をとり得る。いくつかの実施形態において、適切な措置にはまた、パッシブを維持するこ
とと、ＩＴ資産５０２ａの動きの監視および記録を継続することと、が含まれ得ることは
理解されるであろう。２つ以上の検出領域を有する監視システム（例えば、監視システム
７００）では、ＩＴ資産（複数可）５０２の動きのレコードの分析により、様々な情報が
明らかにされ得、この情報には、動きの最新の既知の方向、組織の監視環境から離れた地
点、組織の監視環境から不在になった時刻、関心対象の時間における監視環境内でのユー
ザーの存在、または他の所望の情報が含まれる。
【００５９】
　図８にさらに示すように、８１６にて、最新の既知の検出領域内でＩＴ資産５０２ａを
追跡、設置および復旧することが望ましい場合がある。さらに詳細には、ＩＴ資産５０２
ａの動きのレコードを分析して、ＩＴ資産５０２ａが存在する（または存在した）最新の
既知の検出領域を検出し得る。ユーザー７０２のＲＦＩＤタグ７１０とＩＴ資産５０２ａ
との可能性のある相関関係を査定して、ＩＴ資産５０２ａを持っていたかもしれない最新
の既知の人物をより良く判定することが可能である。ＩＴ資産５０２ａに責任のある関係
者は、ＩＴ資産５０２ａが最新の既知の検出領域内に残っていることを、ハンドスキャナ
を使用して最新の既知の検出領域内のＲＦＩＤ信号のスキャンを実行することなどにより
、検証し得る。
【００６０】
　　（結論）
　本発明の主題事項を構造的特徴および／または方法論的動作に固有の言語で説明したが
、添付の特許請求の範囲で定義される本発明の主題事項は、必ずしも説明した特定の特徴
または動作に必ずしも限定されないことは理解されるべきである。むしろ、特定の特徴お
よび動作は、本発明を実装する例示的な形態として開示されている。
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